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答 申

１ 審査会の結論

福岡県知事（以下「実施機関」という ）が平成２３年９月３０日２３飯税。

（ 「 」 。） 。第２１５８号で行った非開示決定 以下 本件決定 という は妥当である

２ 異議申立てに係る対象文書の開示決定状況

異議申立てに係る対象文書（以下「本件文書」という ）は、異議申立人の。

主張どおりに、飯塚県税事務所長及び直方県税事務所長が、特定の個人あてに

鉱区税の領収書を発行していた場合に、実施機関が作成した、当該領収書の税

目及び鉱区の所在地が確認できる文書である。

実施機関は、本件文書については、その存否を答えるだけで、福岡県情報公

開条例（平成１３年福岡県条例第５号。以下「条例」という ）第７条第１項。

第１号（個人情報）に規定する非開示情報を開示することとなるとして、条例

第９条（公文書の存否に関する情報）の規定に基づき、本件決定を行った。

３ 異議申立ての趣旨及び経過

（１）異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、実施機関が行った本件決定の取消しを求めるという

ものである。

（２）異議申立ての経過

ア 異議申立人は、平成２３年９月１９日付けで、実施機関に対し、条例第

６条第１項の規定に基づき、本件文書の開示請求（以下「本件開示請求」

という ）を行った。。

イ 実施機関は、平成２３年９月３０日付けで、本件決定を行い、その旨を

異議申立人に通知した。

ウ 異議申立人は、平成２３年１０月４日付けで、本件決定を不服として、

実施機関に対し、異議申立てを行った。

４ 異議申立人の主張要旨

異議申立書における異議申立人の主張は、次のとおりである。

本件文書は、個人情報に当たらず、人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、公にすることが必要であると認められる情報である。
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５ 実施機関の説明要旨

実施機関が本件決定を行った理由は、次のとおりである。

開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例第７条

第１項第１号に規定する非開示情報を開示することになる。

６ 審査会の判断

（１）本件文書について

本件文書は、異議申立人の主張どおりに、飯塚県税事務所長及び直方県税

事務所長が、福岡県嘉穂郡嘉穂町所在の土地上に採掘権を有する特定の個人

あてに鉱区税の領収書を発行していた場合に、実施機関が作成した、昭和６

０年度から平成２年度までの当該領収書６枚の税目及び昭和５４年度から昭

和５９年度までの当該領収書６枚に係る鉱区の所在地が確認できる文書であ

る。

（２）本件文書の存否応答拒否について

条例第９条は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在してい

るか否かを答えるだけで、条例第７条第１項各号の非開示情報を開示するこ

ととなる場合には、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当

該開示請求を拒否することができることとしている。

本件開示請求は、特定の個人の氏名を挙げて、当該個人に対する鉱区税の

課税に関する情報の開示を求めたものであり、実施機関は、条例第９条の規

定により、条例第７条第１項第１号の非開示情報が明らかになるとして、存

否応答拒否を行ったものである。

したがって、本件文書の情報が、同号に規定する非開示情報に該当するか

について判断する。

ア 条例第７条第１項第１号本文該当性について

条例第７条第１項第１号は、個人の尊厳の観点から、個人のプライバシ

ーを最大限に保護するため、特定の個人を識別することができることとな

る情報が記載されている公文書は非開示とすることを定めたものである

が、これらの情報が記載されていても公益的見地から開示することが必要

なものと認められるような場合をただし書で定め、例外的に開示すること

としている。

本件文書については、その存否を答えることで、特定の個人に対する鉱
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区税の課税に関する情報の存在が明らかになるものであり、その情報は、

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであ

ることから、本件文書の情報は、同号本文に該当すると認められる。

イ 条例第７条第１項第１号ただし書ロ該当性について

同号ただし書ロは、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公

にすることが必要と認められる情報については、例外的に開示することと

している。

異議申立人は 「本件文書は、個人情報に当たらず、人の生命、健康、、

生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報である」旨主張している。

しかし、同号ただし書ロは、公益上の観点から公にすることが必要な情

、 、 、報について規定したものであって 本件文書を開示することが 人の生命

健康、生活又は財産を保護するために必要であるとは認められないことか

ら、本件文書の情報は、同号ただし書ロに該当しない。

また、本件文書の情報が、同号ただし書イ、ハ、ニにも該当しないこと

は明らかである。

したがって、本件文書について、その存否を答えるだけで条例第７条第１

項第１号に規定する非開示情報を開示することとなるとして、条例第９条の

規定に基づき本件文書の存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否した実

施機関の決定は、妥当である。

以上の理由により 「１ 審査会の結論」のとおり判断する。、


